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別記様式第３号　経営評価シート

１　組織運営の健全性に関する指標

№ 項目

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

■

■

■

■

□

□

■

□

施設等管理規程 □

□

2

1

0

1

0

1

②行っていない。

１２　公益社団法人みやぎ被害者支援センター

評価内容 評価

1

経営方針 経営方針を明確にし、職員
に周知しているか。
〔指標〕
　✓経営方針の職員等への
周知の有無

①周知している。

1

②周知していない。

0

②設置又は配置していない。

3

内部統制 必要な業務規程を整備して
いるか。
〔指標〕
　✓右欄に掲げる業務規程等
の整備状況

①８項目以上整備

0

②８項目未満整備

2

組織体制 経営幹部へ民間等経験者を
含む多様な人材を登用して
いるか。
〔指標〕
　✓役員に民間企業等出身者
を登用・配置の有無

①登用している。

1

②登用していない。

人材育成の取組を行ってい
るか。
〔指標〕
　✓人材育成や内部登用、
独自の人材確保の取組の有
無

①行っている。

決裁規程

給与規程

退職手当規程

業務継続計画（ＢＣＰ）

ＤＸ推進に向けた体制を整
備しているか。
〔指標〕
　✓ＤＸについて検討・推進
を行う部署の設置又は担当者
の配置の有無

①設置又は配置している。

就業規則

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

実効的な外部監査を受けて
いるか。
〔指標〕
　✓公認会計士・税理士の関
与の有無

①公認会計士・税理士による監事（監
査役）監査の実施又は監査法人による
監査の実施。

組織内の業務監査体制を整
備しているか。
〔指標〕
　✓組織内の業務監査体制の
整備の有無

①整備している。

1

②整備していない。

2
②公認会計士・税理士による定期的な
指導を受けている。

③公認会計士・税理士による関与はな
い。



№ 項目 評価内容 評価

内部統制

2

1

0

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

■

2

1

0

■

□

■

□

□

9

参考
指標

A

3

適切に情報公開を行ってい
るか。
〔指標〕
　✓右欄に掲げる資料の団体
ホームページにおける公開状
況

①下記のうち、６項目以上（会社法法
人・その他の法人は４項目以上）を公
開している。

2

②下記のうち、６項目未満（会社法法
人・その他の法人は４項目未満）を公
開している。

③ホームページで公開していない。

コンプライアンスに関する
取組を行っているか。
〔指標〕
　✓右欄に掲げる取組の実施
状況

①３項目以上実施している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

収支予算書

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

財産目録

キャッシュフロー計算書（作成してい
る場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

1

②１～２項目実施している。

③実施していない。

○コンプライアンスに関する規程を整
備している。

○マニュアル等を作成し、職員に配布
する等周知を図っている。

○職員に対する啓発等研修の場を設定
している。

○公益通報者保護法に基づく公益通報
制度を設けている。

○その他、コンプライアンス経営を充
実するための取組を実施している。

合計（12点満点）

団体による自己評価
（概況、上記指標以外の取組実績、今後の課題・

対策等）
県（主務課）の所見

　公益法人認定法や犯罪被害者等早期援助団体に
関する規則に基づき必要な報告等を行い、宮城県
の立ち入り検査による改善や公安委員会からの指
導事項の順守等適正な組織運営に当たっている。
また、HPに適時適切に事業活動の掲載や個人情報
保護に関するプライバシーポリシーを掲載してい
るほか、情報公開資料を更新し備え付けている。

　事業活動や個人情報保護に関するプライバ
シーポリシーを公表し、積極的な情報公開に努
めており、総体的にも健全な組織運営がされて
いることは評価できる。
　今後は、内部統制が図られるよう業務規程を
さらに整備するとともに、DXの推進に向けた体
制整備について検討されたい。

＜参考指標＞

合計点が

9～12点の場合：Ａ（概ね良好）

6～ 8点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

3～ 5点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 2点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



２　財務の健全性に関する指標

№ 項目

①３期連続黒字（増加） 3

②当期黒字（増加）
　又は
　当期赤字（減少）かつ2期黒字（増加）

2

③当期赤字（減少）かつ１期黒字（増加） 1

④３期連続赤字（減少） 0

①３期連続黒字（増加） 3

②当期黒字（増加）
　又は
　当期赤字（減少）かつ2期黒字（増加）

2

③当期赤字（減少）かつ１期黒字（増加） 1

④３期連続赤字（減少） 0

①当期≧０（累積欠損金なし） 2

②当期＜０（累積欠損金あり） 0

①当期≧３０％ 2

②当期＜３０％ 0

①当期≦正味財産（自己資本）比率、借入
金なし

1

②当期＞正味財産（自己資本）比率 0

①当期≧１００％ 1

②当期＜１００％ 0

12

参考
指標

A

評価内容 評価

1

採算性 経常的な活動は赤字傾向にないか。
〔指標〕
　✓正味財産増減計算書：経常増減額
　✓損益計算書：経常損益
　✓収支計算書：事業収入-(事業費＋管
理費)

3

事業活動全体は赤字傾向にないか。
〔指標〕

　✓正味財産増減計算書：正味財産増減
額
　✓損益計算書：純利益（損失）
　✓収支計算書：収支差額

3

累積欠損金はないか。
〔指標〕
　✓公益法人会計：正味財産合計-出資等
合計
　✓企業会計　　：利益剰余金

2

2

安全性 財務は安定しているか。
〔指標〕正味財産(自己資本)比率の状況
　✓正味財産合計（純資産）÷資産合計
×100

2

借入金に依存していないか。
〔指標〕借入金依存度の状況
　✓（短期借入金＋長期借入金）÷資産
合計×100

1

十分な支払能力を維持しているか。
〔指標〕流動比率の状況
　✓流動資産÷流動負債×100 1

合計（12点満点）

団体による自己評価
（概況、今後の課題・対策等）

県（主務課）の所見

　ファンドレイジング活動により、コロナ禍によ
る会員の退会を最小限に抑えるとともに、寄付型
自動販売機を６台増設、寄付金も前年度より約１
００万円増額し、財政基盤の確立に努めた。前年
度に継続して郵便物の二重郵送の見直し等コスト
削減に努め、新たに委嘱した公認会計士から会計
処理の指導・助言を受け財務の健全性に努めた。

　コロナ禍の情勢を考慮しながら収入の確保
に努めるとともにコスト削減に取り組んだ。
さらに公認会計士の指導を受けながら適正な
会計処理に努めた。経常増減額が３期連続黒
字であり、財務の健全性が覗える。引き続
き、中長期を見据えた安定的な経営となるこ
とを期待する。

＜参考指標＞

合計点が

10～12点の場合：Ａ（概ね良好）

6～ 9点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

3～ 5点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 2点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）


